
 

 

 

＊校則のもつ意義＊ 

中学校という集団生活の場では、落ち着いた学習環境のもと、全て

の生徒が安心・安全に過ごすために、一定のルール（校則）が必要であ

ると考えています。そして、先生たちは、生徒の皆さんが、この世の中

を『主体的に生き抜く』こと、『創造性あふれる心豊かな人間』となって

くれることを願い、皆さんと生活をともにしています。そのため、“ル

ール”を大切にしたうえで、“生徒が自ら考え、判断し、行動できる力”

をつけることを重要視しています。 

 

＊校則の見直しについて＊ 

毎年度、生徒及び保護者の意見を取り入れながら、必要に応じて、

生徒会や学校運営協議会等で検討するなど、校則について見直しを

行っています。 



 

令和７年４月改訂 

１．登下校 

(1) 登下校の時刻を守る。 

①登校時間 通年 午前８時 35分 

（部活動の朝練習 午前７時 20分登校 → 午前７時 30分～活動開始） 

②完全下校 

 

３月～９月 

10月、２月 

11月～１月 

午後５時 30分 

午後５時 20分 

午後５時 00分 

※公式戦前の定められた期間に、放課後の部活動時間を延長する場合がある。 

(2) 登下校の途中で飲食はしない。 

(3) 自転車通学は禁止する。（身体状況や校区外通学等で必要な場合は、学校長の許可を

必要とします。担任の先生を通じて「自転車通学許可願」を提出すること。） 

２．頭髪 

(1) 染毛、脱色などの加工はしない。 

(2) 髪の毛を束ねるゴムやヘアピンについては、髪の毛の色に近いものの使用は可能。 

 

３．服装 

(1) 男女とも、下記の通り学校指定制服を着用する。 

 ☆ ブレザー・スカートまたはスラックス・長袖シャツ・半袖シャツ・指定セーター 

※ スカートの丈は、ひざにかかる程度。加工はしない。 

※ 長袖シャツの裾
すそ

は、スカート・スラックスに入れること。半袖シャツの裾は、スカ

ート・スラックスから出してもよい（長袖と半袖の、裾の形状が異なるため）。 

※ 指定のセーターを着用すること。（セーター自体は必ず着用ではありません。体温

調節の為、必要に応じて着用してください。） 

   ※ 登下校や校舎内で、ブレザーのボタンを留めずに着てもよいが、式典や受験など

フォーマルな場や、その他指示がある場合は留めること。 

基本登校スタイル 

   ブレザー・長袖シャツ・長袖ブラウス・半袖ポロシャツ・スラックス・スカート 

    ※セーターでの登下校については可。 

 

  式典・集会・校外学習等でのスタイル 

   夏季期間以外はブレザーを着用する。 ※式典などの際はボタンを留めて着用する。 

 

(2) 靴下・ストッキング（パンスト・タイツ）について 

色、柄等の規定は設けない。ただし、入学式、卒業式をはじめとする各式典など、フォ

ーマルな場では「白・黒・紺・グレー」を基調としたものが望ましい。 

※“運動に適した”靴下を着用すること。ルーズソックスは不可。 



 

(3) 長袖シャツ・長袖ブラウス・半袖ポロシャツの下に着用するＴシャツについて 

「白・黒・紺・グレー」を基調としたものとする。 

 →襟から首元に少し見えているアンダーシャツ・タートルネックなどについては、日

常生活では可。ただし、式典等での着用は不可とする。 

（5）通学靴について：靴ひも・マジックテープで足を固定できる運動靴 

 ※色指定はなし。ただし“運動に適した靴”（機能性を重視し、体育や部活動等でも

動きやすいもの）を履くことが望ましい。 

(6) 防寒着規定 

・ 登下校時のみ防寒着の着用を認める。（登下校時は、教室で脱ぎ着をする。） 

※マフラー・手袋等の防寒具も同様 

・ コート・ウインドブレーカー(上着)・ジャンパーなどを着用すること。 

→チャックの有無にかかわらず、羽織るもの・かぶるものはどちらも可。 

・ 授業中や休憩中など、ひざ掛けの使用可。ただし、席を離れる時は使用しない。 

・ 使い捨てカイロについては使用可。ただし、家に持ち帰り処分すること。 

(7) その他 

・ 化粧・ピアス・アイプチ・ワックスなどの加工はしない。 

・ 汗を抑える制汗スプレーやボディシート、フェイシャルシートについては、使用を可

とする。ただし、大量使用に気を付けること。 

 

４．不要物 

(1) 学習を目的とした学用品以外の物は不要物とする。 

(2) 不要物や不必要な金銭を持って来ない。 

(3) やむを得ず金銭を持ってくる場合は、必ず朝のうちに先生に預けること。 

 

５．その他 

(1) 登校後の外出は基本的には認めない。（例：忘れ物を取りに行くなど） 

(2) 生徒間で金銭の貸し借りをしてはいけない。（オンライン上・ネット上でも×） 

(3) 当日の欠席、遅刻、早退の連絡は、スクリレで８時３０分までに保護者が連絡するこ

とを基本とする。電話連絡が必要な場合は、７時４５分～８時３０分までに保護者が

学校に連絡する。 

(4) 体育の見学などについては、メモ用紙※などを使って、保護者に見学理由を書いても

らい、体育の先生に提出すること。 

※ メモ用紙については、長岡第二中学校のホームページから「連絡（欠席・見学）・

諸届用紙」をダウンロードすることができる。 

(5) 飲み物の持ち込みについては、１年を通して、水・お茶（紅茶をのぞく）・スポーツド

リンクとする。 

(6) 給食を実施しない日に昼食を持ってくる場合、弁当・パンなどを持参する。飲み物に

ついては、(5)に加え、牛乳・コーヒー牛乳を認めている。 

  

 


